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◇栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正（栃木県条例第  

22号） 

１ 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る限度額を引き上げるこ  

ととしました。（第４条、第８条及び第11条関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第23号） 

１ 景観法に基づく景観計画を定めた下野市の区域を栃木県景観条例の規定の一部を適用しない区域とするこ 

 とに伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年７月１日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第24号） 

１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数  

料及び変更認定申請手数料を新設することとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年10月１日から施行することとしました。 

◇栃木県県税条例及び栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部改  

正（栃木県条例第25号） 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり改正することとしました。 

１ 栃木県県税条例関係 

 ⑴ 不動産を取得した者が一定期間内にその登記の申請をした場合における不動産取得税に係る申告を要し  

ないこととしました。（第80条関係） 

 ⑵ 所要の規定の整備をすることとしました。 

２ 栃木県地方活力向上地域における県税の課税免除及び不均一課税に関する条例関係 

県税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）の課税免除措置及び不均一課税措置の適用期限を令和６   

（2024）年３月31日まで延長するとともに、その適用対象を地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認  

定を受けた日から同日の翌日以後３年（現行２年）を経過する日までの間に特別償却設備を新設し、又は増  

設した者とすることとしました。（第２条関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。ただし、２は、公布の日から施  

行することしました。 

 ⑵ ２は、令和４（2022）年４月１日から適用することとしました。 

 ⑶ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第26号） 

１ 栃木県総合運動公園の駐車場に利用料金制度を導入すること等のため、所要の規定の整備をすることとし  

ました。（第12条、第14条の２、第15条及び別表第１関係） 

２ この条例は、一部を除き、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例の  

一部改正（栃木県条例第27号） 

１ 栃木県総合運動公園北・中央エリア、栃木県総合運動公園東エリア及びとちぎスポーツ医科学センターに  

利用料金制度を導入するため、所要の規定の整備をすることとしました。（栃木県体育施設設置、管理及び  

使用料条例第10条、第13条及び別表並びにとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例題名、  

第13条～第15条及び別表関係） 

２ この条例は、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 
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◇栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正（栃木県条例第  
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１ 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る限度額を引き上げるこ  

ととしました。（第４条、第８条及び第11条関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正（栃木県条例第23号） 

１ 景観法に基づく景観計画を定めた下野市の区域を栃木県景観条例の規定の一部を適用しない区域とするこ 

 とに伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 

２ この条例は、令和４（2022）年７月１日から施行することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第24号） 

１ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数  
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県税（事業税、不動産取得税及び固定資産税）の課税免除措置及び不均一課税措置の適用期限を令和６   

（2024）年３月31日まで延長するとともに、その適用対象を地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認  

定を受けた日から同日の翌日以後３年（現行２年）を経過する日までの間に特別償却設備を新設し、又は増  
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◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例の  
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使用料条例第10条、第13条及び別表並びにとちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例題名、  
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２ この条例は、令和５（2023）年４月１日から施行することとしました。 
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計
金

額
 

イ
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

燃
料

の
供

給
に

関
す

る
契

約
で

あ
る

場

合
 

当
該

契
約

に
基

づ
き

当
該

選
挙

運
動

用
自

動
車

に
供

給
し

た
燃

料
の

代
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
00

 
 

         
栃

木
県

条
例

第
22

号
 

 
 

 
 

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

（
平

成
６

年
栃

木
県

条
例

第
28

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

使
用

の
公

費
負

担
額

及
び

支
払

手
続

）
 

第
４

条
 

県
は

、
候

補
者

（
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

者
に

限
る

。
）

が
同

条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

そ
の

他
の

者
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
」

と
い

う
。

）
に

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
金

額
を

、
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
か

ら
の

請
求

に
基

づ

き
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
に

対
し

支
払

う
。

 

(1
)?

略
 

(2
)?

当
該

契
約

が
一

般
運

送
契

約
以

外
の

契
約

で
あ

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
で

あ
る

場
合

 
当

該
選

挙

運
動

用
自

動
車

（
同

一
の

日
に

お
い

て
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
に

よ
り

２
台

以
上

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
が

使
用

さ
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

候
補

者
が

指
定

す
る

い
ず

れ
か

１
台

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
に

限
る

。
）

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
き

、
選

挙
運

動
用

自
動

車
と

し
て

使
用

さ
れ

た
各

日
に

つ
い

て
そ

の
使

用
に

対
し

支
払

う
べ

き
金

額
（

当
該

金
額

が
１

万
6,

10
0
円

を
超

え
る

場
合

に

は
、

１
万

6,
10

0円
）

の
合

計
金

額
 

イ
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

燃
料

の
供

給
に

関
す

る
契

約
で

あ
る

場

合
 

当
該

契
約

に
基

づ
き

当
該

選
挙

運
動

用
自

動
車

に
供

給
し

た
燃

料
の

代
金

（
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

使
用

の
公

費
負

担
額

及
び

支
払

手
続

）
 

第
４

条
 

県
は

、
候

補
者

（
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

者
に

限
る

。
）

が
同

条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

そ
の

他
の

者
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
」

と
い

う
。

）
に

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
 

 
 

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
金

額
を

、
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
か

ら
の

請
求

に
基

づ

き
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
に

対
し

支
払

う
。

 

(1
)?

略
 

(2
)?

当
該

契
約

が
一

般
運

送
契

約
以

外
の

契
約

で
あ

る
場

合
 

次
に

掲
げ

る
 

 
 

 

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に
 

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
で

あ
る

場
合

 
当

該
選

挙

運
動

用
自

動
車

（
同

一
の

日
に

お
い

て
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
に

よ
り

２
台

以
上

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
が

使
用

さ
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

候
補

者
が

指
定

す
る

い
ず

れ
か

１
台

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
に

限
る

。
）

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
き

、
選

挙
運

動
用

自
動

車
と

し
て

使
用

さ
れ

た
各

日
に

つ
い

て
そ

の
使

用
に

対
し

支
払

う
べ

き
金

額
（

当
該

金
額

が
１

万
5,

80
0
円

を
超

え
る

場
合

に

は
、

１
万

5,
80

0円
）

の
合

計
金

額
 

イ
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

燃
料

の
供

給
に

関
す

る
契

約
で

あ
る

場

合
 

当
該

契
約

に
基

づ
き

当
該

選
挙

運
動

用
自

動
車

に
供

給
し

た
燃

料
の

代
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

次
に
掲
げ
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 

１
 
栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

２
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

３
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

４
 
栃
木
県
県
税
条
例
及
び
栃
木
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

５
 
栃
木
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

６
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
及
び
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 

令
和
４
年
６
月

2
1日

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
栃
木
県
知
事

 
 
福

 
 
田

 
 
富

 
 
一

 
 

 
 

 



（4） 号外第35号栃 木 県 公 報令和４（2022）年６月21日　火曜日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

         
栃

木
県

条
例

第
2
2
号

 

 
 

 
 

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

 

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

（
平

成
６

年
栃

木
県

条
例

第
2
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

使
用

の
公

費
負

担
額

及
び

支
払

手
続

）
 

第
４

条
 

県
は

、
候

補
者

（
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

者
に

限
る

。
）

が
同

条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

そ
の

他
の

者
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
」

と
い

う
。

）
に

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
金

額
を

、
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
か

ら
の

請
求

に
基

づ

き
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
に

対
し

支
払

う
。

 

(
1
)
?
略

 

(
2
)
?
当

該
契

約
が

一
般

運
送

契
約

以
外

の
契

約
で

あ
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
で

あ
る

場
合

 
当

該
選

挙

運
動

用
自

動
車

（
同

一
の

日
に

お
い

て
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
に

よ
り

２
台

以
上

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
が

使
用

さ
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

候
補

者
が

指
定

す
る

い
ず

れ
か

１
台

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
に

限
る

。
）

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
き

、
選

挙
運

動
用

自
動

車
と

し
て

使
用

さ
れ

た
各

日
に

つ
い

て
そ

の
使

用
に

対
し

支
払

う
べ

き
金

額
（

当
該

金
額

が
１

万
6
,
1
0
0
円

を
超

え
る

場
合

に

は
、

１
万

6
,
1
0
0
円

）
の

合
計

金
額

 

イ
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

燃
料

の
供

給
に

関
す

る
契

約
で

あ
る

場

合
 

当
該

契
約

に
基

づ
き

当
該

選
挙

運
動

用
自

動
車

に
供

給
し

た
燃

料
の

代
金

（
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

使
用

の
公

費
負

担
額

及
び

支
払

手
続

）
 

第
４

条
 

県
は

、
候

補
者

（
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

者
に

限
る

。
）

が
同

条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

そ
の

他
の

者
（

以
下

こ
の

条
に

お
い

て
「

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
」

と
い

う
。

）
に

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
 

 
 

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
金

額
を

、
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
か

ら
の

請
求

に
基

づ

き
、

当
該

一
般

乗
用

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
者

等
に

対
し

支
払

う
。

 

(
1
)
?
略

 

(
2
)
?
当

該
契

約
が

一
般

運
送

契
約

以
外

の
契

約
で

あ
る

場
合

 
次

に
掲

げ
る

 
 

 
 

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

に
 

定
め

る
金

額
 

ア
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
で

あ
る

場
合

 
当

該
選

挙

運
動

用
自

動
車

（
同

一
の

日
に

お
い

て
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

借
入

れ
契

約
に

よ
り

２
台

以
上

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
が

使
用

さ
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

候
補

者
が

指
定

す
る

い
ず

れ
か

１
台

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
に

限
る

。
）

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
き

、
選

挙
運

動
用

自
動

車
と

し
て

使
用

さ
れ

た
各

日
に

つ
い

て
そ

の
使

用
に

対
し

支
払

う
べ

き
金

額
（

当
該

金
額

が
１

万
5
,
8
0
0
円

を
超

え
る

場
合

に

は
、

１
万

5
,
8
0
0
円

）
の

合
計

金
額

 

イ
 

当
該

契
約

が
選

挙
運

動
用

自
動

車
の

燃
料

の
供

給
に

関
す

る
契

約
で

あ
る

場

合
 

当
該

契
約

に
基

づ
き

当
該

選
挙

運
動

用
自

動
車

に
供

給
し

た
燃

料
の

代
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

（
当

該
選

挙
運

動
用

自
動

車
（

こ
れ

に
代

わ
り

使
用

さ
れ

る
他

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
を

含
む

。
）

が
既

に
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
に

係
る

契
約

に
基

づ
き

供
給

を
受

け
た

燃
料

の
代

金
と

合
算

し
て

、
7
,
7
0
0
円

に
当

該
候

補
者

に
つ

き

法
第

8
6
条

の
４

第
１

項
、

第
２

項
、

第
５

項
、

第
６

項
又

は
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

候
補

者
の

届
出

の
あ

っ
た

日
か

ら
当

該
選

挙
の

期
日

の
前

日
ま

で
の

日
数

か
ら

前
号

の
契

約
が

締
結

さ
れ

て
い

る
日

数
を

除
い

た
日

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
に

達
す

る
ま

で
の

部
分

の
金

額
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

 

ウ
 

略
 

 

（
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

の
作

成
の

公
費

負
担

額
及

び
支

払
手

続
）

 

第
８

条
 

県
は

、
候

補
者

（
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

者
に

限
る

。
）

が
同

条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

ビ
ラ

の
作

成
を

業
と

す
る

者
に

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

１
枚

当
た

り
の

作
成

単
価

（
当

該
作

成
単

価
が

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
を

超
え

る
と

き
は

 
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

）
に

当
該

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

作
成

枚
数

（
当

該
候

補
者

を
通

じ
て

法
第

1
4
2
条

第
１

項
第

３
号

又
は

第
４

号
の

選
挙

の

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
同

項
第

３
号

又
は

第
４

号
に

定
め

る
枚

数
の

範
囲

内
の

も
の

で
あ

る
こ

と
に

つ
き

、
委

員
会

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
候

補
者

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
、

委
員

会
が

確
認

し
た

も
の

に
限

る
。

）
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

、
第

６
条

後
段

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

条
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

限
り

、
当

該
ビ

ラ
の

作
成

を
業

と
す

る
者

か
ら

の
請

求
に

基
づ

き
、

当
該

ビ
ラ

の
作

成
を

業
と

す
る

者
に

対
し

支
払

う
。

 

(
1
)
?
当

該
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

の
作

成
枚

数
が

５
万

枚
以

下
で

あ
る

場
合

 
７

円
7
3
銭

 

(
2
)
?
当

該
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

の
作

成
枚

数
が

５
万

枚
を

超
え

る
場

合
 

3
8
万

6
,
5
0
0

円
と

５
円

1
8
銭

に
そ

の
５

万
枚

を
超

え
る

枚
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
計

金

額
を

当
該

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

作
成

枚
数

で
除

し
て

得
た

金
額

（
１

銭
未

満
の

端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
端

数
は

、
１

銭
と

す
る

。
）

 

 

（
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
の

公
費

負
担

額
及

び
支

払
手

続
）

 

第
1
1
条

 
県

は
、

候
補

者
（

前
条

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

た
者

に
限

る
。

）
が

同
条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
に

（
当

該
選

挙
運

動
用

自
動

車
（

こ
れ

に
代

わ
り

使
用

さ
れ

る
他

の
選

挙
運

動
用

自
動

車
を

含
む

。
）

が
既

に
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
に

係
る

契
約

に
基

づ
き

供
給

を
受

け
た

燃
料

の
代

金
と

合
算

し
て

、
7
,
5
6
0
円

に
当

該
候

補
者

に
つ

き

法
第

8
6
条

の
４

第
１

項
、

第
２

項
、

第
５

項
、

第
６

項
又

は
第

８
項

の
規

定
に

よ
る

候
補

者
の

届
出

の
あ

っ
た

日
か

ら
当

該
選

挙
の

期
日

の
前

日
ま

で
の

日
数

か
ら

前
号

の
契

約
が

締
結

さ
れ

て
い

る
日

数
を

除
い

た
日

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
に

達
す

る
ま

で
の

部
分

の
金

額
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

 

ウ
 

略
 

 

（
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

の
作

成
の

公
費

負
担

額
及

び
支

払
手

続
）

 

第
８

条
 

県
は

、
候

補
者

（
前

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
を

し
た

者
に

限
る

。
）

が
同

条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

ビ
ラ

の
作

成
を

業
と

す
る

者
に

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

１
枚

当
た

り
の

作
成

単
価

（
当

該
作

成
単

価
が

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
 

 
 

区
分

に
応

じ
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
を

超
え

る
場

合
に

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

）
に

当
該

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

作
成

枚
数

（
当

該
候

補
者

を
通

じ
て

法
第

1
4
2
条

第
１

項
第

３
号

又
は

第
４

号
の

選
挙

の

区
分

に
応

じ
そ

れ
ぞ

れ
同

項
第

３
号

又
は

第
４

号
に

定
め

る
枚

数
の

範
囲

内
の

も
の

で
あ

る
こ

と
に

つ
き

、
委

員
会

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
当

該
候

補
者

か
ら

の
申

請
に

基
づ

き
、

委
員

会
が

確
認

し
た

も
の

に
限

る
。

）
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

、
第

６
条

後
段

に
お

い
て

準
用

す
る

第
２

条
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

限
り

、
当

該
ビ

ラ
の

作
成

を
業

と
す

る
者

か
ら

の
請

求
に

基
づ

き
、

当
該

ビ
ラ

の
作

成
を

業
と

す
る

者
に

対
し

支
払

う
。

 

(
1
)
?
当

該
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

の
作

成
枚

数
が

５
万

枚
以

下
で

あ
る

場
合

 
７

円
5
1
銭

 

(
2
)
?
当

該
選

挙
運

動
用

ビ
ラ

の
作

成
枚

数
が

５
万

枚
を

超
え

る
場

合
 

3
7
万

5
,
5
0
0

円
と

５
円

２
銭

に
そ

の
５

万
枚

を
超

え
る

枚
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
計

金

額
を

当
該

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

作
成

枚
数

で
除

し
て

得
た

金
額

（
１

銭
未

満
の

端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
端

数
は

、
１

銭
と

す
る

。
）

 

 

（
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
の

公
費

負
担

額
及

び
支

払
手

続
）

 

第
1
1
条

 
県

は
、

候
補

者
（

前
条

の
規

定
に

よ
る

届
出

を
し

た
者

に
限

る
。

）
が

同
条

の
契

約
に

基
づ

き
当

該
契

約
の

相
手

方
で

あ
る

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

改
正

後
の

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

 

う
。

）
以

後
そ

の
期

日
を

告
示

さ
れ

る
選

挙
に

つ
い

て
適

用
し

、
施

行
日

の
前

日
ま

で
に

そ
の

期
日

を
告

示
さ

れ
た

選
挙

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

市
町

村
課

）
 

 

 

 

 

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
 

タ
ー

の
１

枚
当

た
り

の
作

成
単

価
（

当
該

作
成

単
価

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

を
超

え
る

と
き

 

は
 

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
）

に
当

該
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
枚

数
（

当
該

候
補

者
を

通
じ

て
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
に

２
を

乗
じ

て
得

た
数

の
範

囲
内

の
も

の
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
９

条
後

段
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

、
当

該
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

を
業

と
す

る
者

に
対

し
支

払
う

。
 

(
1
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
以

下
で

あ
る

場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円

と
5
4
1
円

3
1
銭

に
当

該
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と

の
合

計
金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金

額
（

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
端

数
は

、
１

円
と

す
る

。
次

号

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

(
2
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
を

超
え

る
場

合
 

5
8
万

6
,
9
0
5
円

と
2
8
円

3
5
銭

に
そ

の
5
0
0
を

超
え

る
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
計

金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金
額

 

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
 

タ
ー

の
１

枚
当

た
り

の
作

成
単

価
（

当
該

作
成

単
価

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

 
 

 

 
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
）

に
当

該
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
枚

数
（

当
該

候
補

者
を

通
じ

て
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
に

２
を

乗
じ

て
得

た
数

の
範

囲
内

の
も

の
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
９

条
後

段
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

、
当

該
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

を
業

と
す

る
者

に
対

し
支

払
う

。
 

(
1
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
以

下
で

あ
る

場
合

 
3
1

万
5
0
0
円

と
5
2
5
円

６
銭

 
に

当
該

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
と

の
合

計
金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金

額
（

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
端

数
は

、
１

円
と

す
る

。
次

号

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

(
2
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
を

超
え

る
場

合
 

5
7
万

3
,
0
3
0
円

と
2
7
円

5
0
銭

に
そ

の
5
0
0
を

超
え

る
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
計

金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金
額
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栃
木
県
条
例
第

2
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～
(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
あ
あ
あ
あ

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
、
下
野
市

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

附
 

則
 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

改
正

後
の

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

 

う
。

）
以

後
そ

の
期

日
を

告
示

さ
れ

る
選

挙
に

つ
い

て
適

用
し

、
施

行
日

の
前

日
ま

で
に

そ
の

期
日

を
告

示
さ

れ
た

選
挙

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

市
町

村
課

）
 

 

 

 

 

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
 

タ
ー

の
１

枚
当

た
り

の
作

成
単

価
（

当
該

作
成

単
価

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

を
超

え
る

と
き

 

は
 

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
）

に
当

該
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
枚

数
（

当
該

候
補

者
を

通
じ

て
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
に

２
を

乗
じ

て
得

た
数

の
範

囲
内

の
も

の
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
９

条
後

段
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

、
当

該
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

を
業

と
す

る
者

に
対

し
支

払
う

。
 

(
1
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
以

下
で

あ
る

場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円

と
5
4
1
円

3
1
銭

に
当

該
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と

の
合

計
金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金

額
（

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
端

数
は

、
１

円
と

す
る

。
次

号

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

(
2
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
を

超
え

る
場

合
 

5
8
万

6
,
9
0
5
円

と
2
8
円

3
5
銭

に
そ

の
5
0
0
を

超
え

る
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
計

金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金
額

 

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
 

タ
ー

の
１

枚
当

た
り

の
作

成
単

価
（

当
該

作
成

単
価

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

 
 

 

 
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
）

に
当

該
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
枚

数
（

当
該

候
補

者
を

通
じ

て
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
に

２
を

乗
じ

て
得

た
数

の
範

囲
内

の
も

の
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
９

条
後

段
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

、
当

該
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

を
業

と
す

る
者

に
対

し
支

払
う

。
 

(
1
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
以

下
で

あ
る

場
合

 
3
1

万
5
0
0
円

と
5
2
5
円

６
銭

 
に

当
該

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
と

の
合

計
金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金

額
（

１
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
端

数
は

、
１

円
と

す
る

。
次

号

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

(
2
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
を

超
え

る
場

合
 

5
7
万

3
,
0
3
0
円

と
2
7
円

5
0
銭

に
そ

の
5
0
0
を

超
え

る
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
計

金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金
額

 

 

         
栃
木
県
条
例
第

2
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
あ
あ
あ
あ

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
、
下
野
市

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

 

 

附
 

則
 

 
１

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

改
正

後
の

栃
木

県
議

会
議

員
及

び
栃

木
県

知
事

の
選

挙
に

お
け

る
選

挙
運

動
の

公
費

負
担

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

施
行

の
日

（
以

下
「

施
行

日
」

と
い

 

う
。

）
以

後
そ

の
期

日
を

告
示

さ
れ

る
選

挙
に

つ
い

て
適

用
し

、
施

行
日

の
前

日
ま

で
に

そ
の

期
日

を
告

示
さ

れ
た

選
挙

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

市
町

村
課

）
 

 

 

 

 

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
 

タ
ー

の
１

枚
当

た
り

の
作

成
単

価
（

当
該

作
成

単
価

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

を
超

え
る

と
き

 

は
 

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
）

に
当

該
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
枚

数
（

当
該

候
補

者
を

通
じ

て
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
に

２
を

乗
じ

て
得

た
数

の
範

囲
内

の
も

の
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
９

条
後

段
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

、
当

該
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

を
業

と
す

る
者

に
対

し
支

払
う

。
 

(
1
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
以

下
で

あ
る

場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円

と
5
4
1
円

3
1
銭

に
当

該
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

 

と
の

合
計

金
額

を
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
で

除
し

て
得

た

金
額

（
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

端
数

は
、

１
円

と
す

る
。

次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

(
2
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
を

超
え

る
場

合
 

5
8
 

万
6
,
9
0
5
円

と
2
8
円

3
5
銭

に
そ

の
5
0
0
を

超
え

る
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
 

計
金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金
額

 

支
払

う
べ

き
金

額
の

う
ち

、
当

該
契

約
に

基
づ

き
作

成
さ

れ
た

選
挙

運
動

用
ポ

ス
 

タ
ー

の
１

枚
当

た
り

の
作

成
単

価
（

当
該

作
成

単
価

が
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

 
 

 

 
区

分
に

応
じ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

金
額

を
超

え
る

場
合

に
は

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
金

額
）

に
当

該
選

挙
運

動
用

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
枚

数
（

当
該

候
補

者
を

通
じ

て
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
に

２
を

乗
じ

て
得

た
数

の
範

囲
内

の
も

の
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
、

委
員

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

候
補

者
か

ら
の

申
請

に
基

づ
き

、
委

員
会

が
確

認
し

た
も

の
に

限
る

。
）

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
、

第
９

条
後

段
に

お
い

て
準

用
す

る
第

２
条

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
限

り
、

当
該

ポ
ス

タ
ー

の
作

成
を

業
と

す
る

者
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

、
当

該
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

を
業

と
す

る
者

に
対

し
支

払
う

。
 

(
1
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
以

下
で

あ
る

場
合

 
3
1

万
5
0
0
円

と
5
2
5
円

６
銭

 
に

当
該

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
を

乗
じ

て
得

た
金

額
 

と
の

合
計

金
額

を
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
で

除
し

て
得

た

金
額

（
１

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

端
数

は
、

１
円

と
す

る
。

次

号
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

(
2
)
?
当

該
選

挙
区

に
お

け
る

ポ
ス

タ
ー

掲
示

場
の

数
が

5
0
0
を

超
え

る
場

合
 

5
7
 

万
3
,
0
3
0
円

と
2
7
円

5
0
銭

に
そ

の
5
0
0
を

超
え

る
数

を
乗

じ
て

得
た

金
額

と
の

合
 

計
金

額
を

当
該

選
挙

区
に

お
け

る
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

の
数

で
除

し
て

得
た

金
額

 

 



（6） 号外第35号栃 木 県 公 報令和４（2022）年６月21日　火曜日

         
栃
木
県
条
例
第

2
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～
(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
あ
あ
あ
あ

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
、
下
野
市

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

 

         
栃
木
県
条
例
第

2
3
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
1
年
栃
木
県
条
例
第

3
1
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
４
年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
行
政
改
革
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
課
）

 
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～
(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
あ
あ
あ
あ

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

 

１
～

3
5
 
略

 
 

3
5
の
２

 
栃
木
県
景
観
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」

と
い
う
。
）
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

 

(
1
)
～

(
6
)
 
略

 

大
田
原
市
、
矢

板
市
、
下
野
市

及
び
市
貝
町

 

3
5
の
３
～

4
2
 
略

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

  
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

2
4
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 

栃
木

県
手

数
料

条
例

（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１
（

第
２

条
、

第
３

条
、

第
５

条
関

係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
７

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

等
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
６

条
の

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
５

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

等
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
６

条
の

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

  
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

2
4
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 

栃
木

県
手

数
料

条
例

（
昭

和
3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律

第
8
7

号
）

第
５

条
第

１
項

か
ら

第
７

項
ま

で
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
1
)
a
新

築
の

場
合

 
次

に
掲

げ
る

場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次

に
定

め
る

金
額

 

ア
 

当
該

長
期

優
良

住
宅

建
築

等

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造
及

び
設

備
が

長
期

使
用

構
造

等
で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

（
住

宅
の

品
質

確
保

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

第
６

条
の

別
表
第
１

（
第

２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
8
0
a
略

 

4
8
1
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
0
年

法
律
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等

計
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の
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に

係
る

住
宅
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造
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の
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の
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に
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定

す
る

確
認

書

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

（
同

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

性
能

評
価

書
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
又

は
こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)
 

略
 

イ
 

略
 

(
2
)
a
略

 

２
 

長
期

優
良

住
宅

維
持

保
全

計
画

の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
1
)
?
当

該
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造

及
び

設
備

が
長

期
使

用
構

造
等

で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

又
は

こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場

合
あ

１
の

(
2
)
の

ア
に

規
定

す
る

金

額
 

(
2
)
?
(
1
)
以

外
の

場
合

あ
１

の
(
2
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

 

３
 

略
 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
?
?
略

 

２
第

３
項

に
規

定
す

る
確

認
書

を
い

う
。

(
2
)
?
あ

あ
あ

及
び

次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

（
同

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

性
能

評
価

書
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
又

は
こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)
 

略
 

イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

   

           ２
 

略
 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

略
 

 



（7）号外第35号栃 木 県 公 報令和４（2022）年６月21日　火曜日

２
第

３
項

に
規

定
す

る
確

認
書

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

（
同

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

性
能

評
価

書
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
又

は
こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)
 

略
 

イ
 

略
 

(
2
)
a
略

 

２
 

長
期

優
良

住
宅

維
持

保
全

計
画

の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
1
)
?
当

該
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全

計
画

の
申

請
に

係
る

住
宅

の
構

造

及
び

設
備

が
長

期
使

用
構

造
等

で

あ
る

旨
が

記
載

さ
れ

た
確

認
書

若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

又
は

こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場

合
あ

１
の

(
2
)
の

ア
に

規
定

す
る

金

額
 

(
2
)
?
(
1
)
以

外
の

場
合

あ
１

の
(
2
)
の

イ
に

規
定

す
る

金
額

 

３
 

略
 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
?
?
略

 

２
第

３
項

に
規

定
す

る
確

認
書

を
い

う
。

(
2
)
?
あ

あ
あ

及
び

次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
若

し
く

は
住

宅
性

能
評

価
書

（
同

法
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

住
宅

性
能

評
価

書
を

い
う

。
以

下
こ

の
項

及
び

次
項

に
お

い
て

同

じ
。

）
又

は
こ

れ
ら

の
写

し
の

添
付

が
あ

っ
た

場
合

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
次

に
定

め
る

金
額

 

(
ｱ
)
・

(
ｲ
)
 

略
 

イ
 

略
 

(
2
)
 
略

 

   

           ２
 

略
 

4
8
1
の

２
a
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
又

は
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

次
に

掲
げ

る
審

査
の

区
分

に
応

じ
そ

れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
を

合
算

し
た

金

額
 

１
 

略
 

 

 
 
 
 
 
 
 

全
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

２
?
?
長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

あ
次

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
金

額
 

(
1
)
?
当

該
長

期
優

良
住

宅
維
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全

計
画

の
変

更
の

申
請

に
係

る
住

宅

の
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及

び
設
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使
用

構

造
等

で
あ

る
旨

が
記

載
さ

れ
た

確

認
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若
し

く
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住
宅

性
能

評
価

書

又
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こ
れ
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添
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が

 

あ
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た
場

合
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の
２
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掲
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す
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す
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す
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す
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税
条
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県
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力
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地
域
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お

け
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税
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課

税
免
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均
一

課
税

に
関

す
る

条
例
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一

部
を

改
正

す
る

条
例
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栃

木
県

県
税

条
例
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一

部
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１
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税

条
例
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7
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第

５
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一
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の
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１
号

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

申
出

を
行

お
う

と
す

る
者

は
、

第
8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る

申
告

書
を

提
出

す
る

際
、

併
せ

て
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

出
書

を
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 （
不

動
産

取
得

税
の

課
税

標
準

の
特

例
に

係
る

申
告

）
 

第
7
6
条

 
略

 

２
 

略
 

３
 

第
8
0
条

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

の
申

告
書

を
提

出
す

る
者

で
法

第
7
3
条

の
1
4
第

１
項

又
は

第
３

項
の

規
定

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
も

の
は

、
当

該
住

宅
の

取
得

に
つ

き
こ

れ
ら

の
規

定
の

適
用

が
あ

る
べ

き
旨

そ
の

他
知

事
が

必
要

と
認

め
る

事
項

を
付

記
し

た
第

8
0
条

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

の
申

告
書

を
提

出
す

る
こ

と
に

よ
り

、
第

１
項

の
申

告
書

の
提

出
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 

第
２

項
の

規
定

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

第
１

項
の

申
告

書
の

提
出

に
代

わ
る

も

の
と

し
て

第
8
0
条

第
１

項
あ

あ
あ

あ
あ

の
申

告
書

が
提

出
さ

れ
た

場
合

に
つ

い
て

準

用
す

る
。

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

（
不

動
産

の
取

得
に

係
る

申
告

等
）

 

第
8
0
条

 
不

動
産

を
取

得
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
を

取
得

し
た

日
か

ら
6
0
日

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
を

当
該

不
動

産
の

所
在

地
の

市
町

村
長

を
経

由
し

て
、

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
不

動
産

の
取

得
に

つ
い

て
、

当
該

期
間

内
に

不
動

産
登

記
法

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

1
8

条
（

申
請

の
方

法
）

の
規

定
に

よ
り

表
示

に
関

す
る

登
記

又
は

所
有

権
の

登
記

の
申

請
を

し
た

場
合

（
同

法
第

2
5
条

（
申

請
の

却
下

）
の

規
定

に
よ

り
当

該
申

請
が

却
下

さ
れ

た
場

合
を

除
く

。
）

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に

お
い

て
も

、
知

事
は

、
不

動
産

取
得

税
の

賦
課

徴
収

に

関
し

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
不

動
産

を
取

得
し

た
者

に
対

し
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

法
第

7
3
条

の
４

か
ら

法
第

7
3
条

の
７

ま
で

（
用

途
に

よ
る

不
動

産
取

得
税

の
非

課

税
）

及
び

法
附

則
第

1
0
条

（
不

動
産

取
得

税
の

非
課

税
）

の
規

定
に

該
当

す
る

不
動

産
の

取
得

を
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
の

取
得

が
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

そ
の

他
知

事
が

必
要

と
認

め
る

書
類

を
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

提
出

す
べ

き
申

告
書

に
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

略
 

 

（
固

定
資

産
課

税
台

帳
に

登
録

さ
れ

た
不

動
産

の
価

格
等

の
通

知
）

 

第
8
1
条

 
市

町
村

長
は

、
法

第
7
3
条

の
1
8
第

４
項

（
不

動
産

取
得

税
の

賦
課

徴
収

に
関

す
る

申
告

又
は

報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
り

不
動

産
の

取
得

に
係

る
申

告
書

若
し

く
は

報
告

書
を

送
付

し
、

又
は

不
動

産
の

取
得

の
事

実
を

通
知

す
る

場
合

に
は

あ
あ

あ
、

当
該

不
動

産
の

固
定

資
産

課
税

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

価
格

、
固

定
資

産
課

税
台

帳
登

録
後

に
お

け
る

当
該

不
動

産
の

増
築

、
改

築
、

損
壊

、
地

目
の

変
換

そ
の

他
特

別
の

事
情

に
よ

る
変

化
及

び
そ

の
他

当
該

不
動

産
の

価
格

の
決

定
に

つ
い

て
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

を
併

せ
て

知
事

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

の
申

告
）

 

第
8
3
条

 
法

第
7
3
条

の
2
5
第

１
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

２
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

３
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

４
第

２
項

（
法

第
7
3
条

の
2
7
の

５
第

２
項

及
び

第
7
3
条

の
2
7

の
７

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

及
び

第
7
3
条

の
2
7
の

６
第

２
項

（
住

宅
の

用
に

供
す

る
土

地
等

の
取

得
に

対
す

る
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

）
の

規
定

に
よ

り
徴

収
猶

予
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

納
期

限
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る

（
不

動
産

の
取

得
に

係
る

申
告

等
）

 

第
8
0
条

 
不

動
産

を
取

得
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
を

取
得

し
た

日
か

ら
6
0
日

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
を

当
該

不
動

産
の

所
在

地
の

市
町

村
長

を
経

由
し

て
、

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

    

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

   ２
 

法
第

7
3
条

の
４

か
ら

法
第

7
3
条

の
７

ま
で

（
用

途
に

よ
る

不
動

産
取

得
税

の
非

課

税
）

及
び

法
附

則
第

1
0
条

（
不

動
産

取
得

税
の

非
課

税
）

の
規

定
に

該
当

す
る

不
動

産
の

取
得

を
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
の

取
得

が
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

そ
の

他
知

事
が

必
要

と
認

め
る

書
類

を
前

項
あ

の
規

定
に

よ
り

提
出

す
べ

き
申

告
書

に
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

略
 

 

（
固

定
資

産
課

税
台

帳
に

登
録

さ
れ

た
不

動
産

の
価

格
等

の
通

知
）

 

第
8
1
条

 
市

町
村

長
は

、
法

第
7
3
条

の
1
8
第

３
項

（
不

動
産

取
得

税
の

賦
課

徴
収

に
関

す
る

申
告

又
は

報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
り

不
動

産
の

取
得

に
係

る
申

告
書

若
し

く
は

報
告

書
を

送
付

し
、

又
は

不
動

産
の

取
得

の
事

実
を

通
知

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

不
動

産
の

固
定

資
産

課
税

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

価
格

、
固

定
資

産
課

税
台

帳
登

録
後

に
お

け
る

当
該

不
動

産
の

増
築

、
改

築
、

損
壊

、
地

目
の

変
換

そ
の

他
特

別
の

事
情

に
よ

る
変

化
及

び
そ

の
他

当
該

不
動

産
の

価
格

の
決

定
に

つ
い

て
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

を
併

せ
て

知
事

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

の
申

告
）

 

第
8
3
条

 
法

第
7
3
条

の
2
5
第

１
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

２
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

３
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

４
第

２
項

（
法

第
7
3
条

の
2
7
の

５
第

２
項

及
び

第
7
3
条

の
2
7

の
７

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

及
び

第
7
3
条

の
2
7
の

６
第

２
項

（
住

宅
の

用
に

供
す

る
土

地
等

の
取

得
に

対
す

る
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

）
の

規
定

に
よ

り
徴

収
猶

予
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

、
次

に
掲

げ
る
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0
0
 
 

（
不

動
産

の
取

得
に

係
る

申
告

等
）

 

第
8
0
条

 
不

動
産

を
取

得
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
を

取
得

し
た

日
か

ら
6
0
日

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
を

当
該

不
動

産
の

所
在

地
の

市
町

村
長

を
経

由
し

て
、

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
当

該
不

動
産

の
取

得
に

つ
い

て
、

当
該

期
間

内
に

不
動

産
登

記
法

（
平

成
1
6
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

1
8

条
（

申
請

の
方

法
）

の
規

定
に

よ
り

表
示

に
関

す
る

登
記

又
は

所
有

権
の

登
記

の
申

請
を

し
た

場
合

（
同

法
第

2
5
条

（
申

請
の

却
下

）
の

規
定

に
よ

り
当

該
申

請
が

却
下

さ
れ

た
場

合
を

除
く

。
）

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

２
 

前
項

た
だ

し
書

の
場

合
に

お
い

て
も

、
知

事
は

、
不

動
産

取
得

税
の

賦
課

徴
収

に

関
し

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
不

動
産

を
取

得
し

た
者

に
対

し
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

法
第

7
3
条

の
４

か
ら

法
第

7
3
条

の
７

ま
で

（
用

途
に

よ
る

不
動

産
取

得
税

の
非

課

税
）

及
び

法
附

則
第

1
0
条

（
不

動
産

取
得

税
の

非
課

税
）

の
規

定
に

該
当

す
る

不
動

産
の

取
得

を
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
の

取
得

が
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

そ
の

他
知

事
が

必
要

と
認

め
る

書
類

を
前

２
項

の
規

定
に

よ
り

提
出

す
べ

き
申

告
書

に
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

略
 

 

（
固

定
資

産
課

税
台

帳
に

登
録

さ
れ

た
不

動
産

の
価

格
等

の
通

知
）

 

第
8
1
条

 
市

町
村

長
は

、
法

第
7
3
条

の
1
8
第

４
項

（
不

動
産

取
得

税
の

賦
課

徴
収

に
関

す
る

申
告

又
は

報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
り

不
動

産
の

取
得

に
係

る
申

告
書

若
し

く
は

報
告

書
を

送
付

し
、

又
は

不
動

産
の

取
得

の
事

実
を

通
知

す
る

場
合

に
は

あ
あ

あ
、

当
該

不
動

産
の

固
定

資
産

課
税

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

価
格

、
固

定
資

産
課

税
台

帳
登

録
後

に
お

け
る

当
該

不
動

産
の

増
築

、
改

築
、

損
壊

、
地

目
の

変
換

そ
の

他
特

別
の

事
情

に
よ

る
変

化
及

び
そ

の
他

当
該

不
動

産
の

価
格

の
決

定
に

つ
い

て
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

を
併

せ
て

知
事

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

の
申

告
）

 

第
8
3
条

 
法

第
7
3
条

の
2
5
第

１
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

２
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

３
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

４
第

２
項

（
法

第
7
3
条

の
2
7
の

５
第

２
項

及
び

第
7
3
条

の
2
7

の
７

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

及
び

第
7
3
条

の
2
7
の

６
第

２
項

（
住

宅
の

用
に

供
す

る
土

地
等

の
取

得
に

対
す

る
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

）
の

規
定

に
よ

り
徴

収
猶

予
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

納
期

限
ま

で
に

、
次

に
掲

げ
る

（
不

動
産

の
取

得
に

係
る

申
告

等
）

 

第
8
0
条

 
不

動
産

を
取

得
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
を

取
得

し
た

日
か

ら
6
0
日

以
内

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

記
載

し
た

申
告

書
を

当
該

不
動

産
の

所
在

地
の

市
町

村
長

を
経

由
し

て
、

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

    

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

   ２
 

法
第

7
3
条

の
４

か
ら

法
第

7
3
条

の
７

ま
で

（
用

途
に

よ
る

不
動

産
取

得
税

の
非

課

税
）

及
び

法
附

則
第

1
0
条

（
不

動
産

取
得

税
の

非
課

税
）

の
規

定
に

該
当

す
る

不
動

産
の

取
得

を
し

た
者

は
、

当
該

不
動

産
の

取
得

が
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

そ
の

他
知

事
が

必
要

と
認

め
る

書
類

を
前

項
あ

の
規

定
に

よ
り

提
出

す
べ

き
申

告
書

に
添

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

３
 

略
 

 

（
固

定
資

産
課

税
台

帳
に

登
録

さ
れ

た
不

動
産

の
価

格
等

の
通

知
）

 

第
8
1
条

 
市

町
村

長
は

、
法

第
7
3
条

の
1
8
第

３
項

（
不

動
産

取
得

税
の

賦
課

徴
収

に
関

す
る

申
告

又
は

報
告

の
義

務
）

の
規

定
に

よ
り

不
動

産
の

取
得

に
係

る
申

告
書

若
し

く
は

報
告

書
を

送
付

し
、

又
は

不
動

産
の

取
得

の
事

実
を

通
知

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

当
該

不
動

産
の

固
定

資
産

課
税

台
帳

に
登

録
さ

れ
た

価
格

、
固

定
資

産
課

税
台

帳
登

録
後

に
お

け
る

当
該

不
動

産
の

増
築

、
改

築
、

損
壊

、
地

目
の

変
換

そ
の

他
特

別
の

事
情

に
よ

る
変

化
及

び
そ

の
他

当
該

不
動

産
の

価
格

の
決

定
に

つ
い

て
参

考
と

な
る

べ
き

事
項

を
併

せ
て

知
事

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

の
申

告
）

 

第
8
3
条

 
法

第
7
3
条

の
2
5
第

１
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

２
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

３
第

２
項

、
第

7
3
条

の
2
7
の

４
第

２
項

（
法

第
7
3
条

の
2
7
の

５
第

２
項

及
び

第
7
3
条

の
2
7

の
７

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

及
び

第
7
3
条

の
2
7
の

６
第

２
項

（
住

宅
の

用
に

供
す

る
土

地
等

の
取

得
に

対
す

る
不

動
産

取
得

税
の

徴
収

猶
予

）
の

規
定

に
よ

り
徴

収
猶

予
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

、
次

に
掲

げ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

（
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
（

平
成

2
8
年

栃
木

県
条

例
第

1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

第
8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
不

動
産

の
取

得
の

事
実

を
申

告
す

る

際
、

併
せ

て
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

６
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

４
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
２

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

（
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
（

平
成

2
8
年

栃
木

県
条

例
第

1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

第
8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
不

動
産

の
取

得
の

事
実

を
申

告
す

る

際
、

併
せ

て
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

６
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

４
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
２

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及
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0
0
 
 

 
 

（
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
（

平
成

2
8
年

栃
木

県
条

例
第

1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

第
8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
不

動
産

の
取

得
の

事
実

を
申

告
す

る

際
、

併
せ

て
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

６
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

４
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
２

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
（

施
行

期
日

等
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

、
次

項
及

び
附

則
第

４
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
 

 
す

る
。

 

 
（

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

３
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

県
税

条
例

第
7
4
条

、
第

7
6
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

8
0
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

並
び

に
第

8
3
条

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

 

施
行

の
日

以
後

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
べ

き
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
る

不
動

産
取

得
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

 

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

４
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

以
 

後
に

特
別

償
却

設
備

（
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

特
別

償
却

設
備

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
税

務
課

）
 

 

 

 び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
（

施
行

期
日

等
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

、
次

項
及

び
附

則
第

４
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
 

 
す

る
。

 

 
（

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

３
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

県
税

条
例

第
7
4
条

、
第

7
6
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

8
0
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

並
び

に
第

8
3
条

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

 

施
行

の
日

以
後

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
べ

き
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
る

不
動

産
取

得
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

 

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

４
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

以
 

後
に

特
別

償
却

設
備

（
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

特
別

償
却

設
備

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
税

務
課

）
 

 

 

 び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

（
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
（

平
成

2
8
年

栃
木

県
条

例
第

1
1
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

事
項

を
記

載
し

た
申

告
書

に
こ

れ
ら

の
規

定
に

該
当

す
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
、

第
8
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
当

該
不

動
産

の
取

得
の

事
実

を
申

告
す

る

際
、

併
せ

て
こ

れ
を

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
(
1
)
・

(
2
)
 

略
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

６
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
３

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及

（
事

業
税

の
不

均
一

課
税

）
 

第
２

条
 

知
事

は
、

地
方

活
力

向
上

地
域

内
に

お
い

て
法

第
５

条
第

1
8
項

（
法

第
７

条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

法
第

５
条

第
１

項
の

地
域

再
生

計
画

（
同

条
第

４
項

第
５

号
に

規
定

す
る

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
事

業
に

関
す

る
事

項
が

記
載

さ
れ

た
も

の
に

限
る

。
）

が
公

示
さ

れ
た

日
（

地
域

再
生

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
（

平
成

2
7
年

法
律

第
4
9
号

）
の

施
行

の

日
以

後
最

初
に

公
示

さ
れ

た
日

に
限

る
。

以
下

「
公

示
日

」
と

い
う

。
）

か
ら

令
和

４
年

３
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

法
第

1
7
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
よ

り
同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

方
活

力
向

上
地

域
等

特
定

業
務

施
設

整
備

計
画

の
認

定
を

受
け

た
同

条
第

４
項

に
規

定
す

る
認

定
事

業
者

（
同

条
第

１
項

第
１

号
に

掲
げ

る
事

業
を

実
施

す
る

者
に

限
る

。
）

で
あ

っ
て

、
当

該
認

定
を

受
け

た
日

か
ら

同
日

の
翌

日
以

後
２

年
を

経
過

す
る

日
ま

で
（

同
日

ま
で

に
同

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

当
該

認
定

を
取

り
消

さ
れ

た
と

き
は

、
そ

の
取

り
消

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
）

の
間

に
、

当
該

認
定

を
受

け
た

地
方

活
力

向
上

地
域

等
特

定
業

務
施

設
整

備
計

画
に

従
っ

て
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

。

以
下

「
省

令
」

と
い

う
。

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

（
以

下

「
特

別
償

却
設

備
」

と
い

う
。

）
を

新
設

し
、

又
は

増
設

し
た

者
（

以
下

「
特

別
償

却
設

備
設

置
者

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

、
当

該
特

別
償

却
設

備
を

事
業

の
用

に
供

し
た

日
（

以
下

「
供

用
日

」
と

い
う

。
）

の
属

す
る

年
又

は
事

業
年

度
以

後
の

各
年

又
は

各
事

業
年

度
の

所
得

金
額

又
は

収
入

金
額

（
事

業
税

の
課

税
標

準
額

と
な

る
も

の
を

い
う

。
）

の
う

ち
当

該
特

別
償

却
設

備
に

係
る

も
の

と
し

て
省

令
第

３
条

の
規

定
に

よ
り

計
算

し
た

額
に

対
し

て
課

す
る

事
業

税
の

税
率

を
、

栃
木

県
県

税
条

例

（
平

成
1
7
年

栃
木

県
条

例
第

５
号

。
以

下
「

県
税

条
例

」
と

い
う

。
）

第
5
6
条

（
県

税
条

例
附

則
第

2
4
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
適

用
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）
及
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0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
（

施
行

期
日

等
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

、
次

項
及

び
附

則
第

４
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
 

 
す

る
。

 

 
（

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

３
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

県
税

条
例

第
7
4
条

、
第

7
6
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

8
0
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

並
び

に
第

8
3
条

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

 

施
行

の
日

以
後

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
べ

き
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
る

不
動

産
取

得
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

 

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

４
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

以
 

後
に

特
別

償
却

設
備

（
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

特
別

償
却

設
備

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
税

務
課

）
 

 

 

 び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

         
栃
木
県
条
例
第

2
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
4
9
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
使
用
料
）

 

第
1
2
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
法
第
５

条
第
１
項
、
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
第
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第

３
項
の
許
可
を
受
け
て
都
市
公
園
を
使
用
す
る
者
は
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
の
使

用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
1
4
条
の
２

 
有
料
公
園
施
設
等
（
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
納
付
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
者
は
、
当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料

金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ
リ
ア
の
管
理
等
）

 

第
1
5
条

 
第
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1
条
の
２
、
第

1
1
条
の
３
、
第

1
4
条
の
２

並
び
に
第

1
4
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ

リ
ア
及
び
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の
管
理

 
 

 
 

 
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。

 

２
 
略

 

（
使
用
料
）

 

第
1
2
条

 
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
の
駐
車
場
を
利
用
す
る
者
は
別
表
第
１
に
、
法
第
５

条
第
１
項
、
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
第
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第

３
項
の
許
可
を
受
け
て
都
市
公
園
を
使
用
す
る
者
は

 
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
の
使

用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
1
4
条
の
２

 
有
料
公
園
施
設
等
（
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
納
付
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
者
は
、
当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料

金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ
リ
ア
の
管
理
等
）

 

第
1
5
条

 
第
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1
条
の
２
、
第

1
1
条
の
３
、
第

1
4
条
の
２

並
び
に
第

1
4
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ

リ
ア
及
び
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。

 

２
 
略

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
（

施
行

期
日

等
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

、
次

項
及

び
附

則
第

４
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
 

 
す

る
。

 

 
（

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

３
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

県
税

条
例

第
7
4
条

、
第

7
6
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

8
0
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

並
び

に
第

8
3
条

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

 

施
行

の
日

以
後

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
べ

き
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
る

不
動

産
取

得
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

 

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

４
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

以
 

後
に

特
別

償
却

設
備

（
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

特
別

償
却

設
備

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
税

務
課

）
 

 

 

 び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

 

         
栃
木
県
条
例
第

2
6
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和

4
9
年
栃
木
県
条
例
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
使
用
料
）

 

第
1
2
条

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
法
第
５

条
第
１
項
、
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
第
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第

３
項
の
許
可
を
受
け
て
都
市
公
園
を
使
用
す
る
者
は
、
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
の
使

用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
1
4
条
の
２

 
有
料
公
園
施
設
等
（
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
納
付
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
者
は
、
当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料

金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ
リ
ア
の
管
理
等
）

 

第
1
5
条

 
第
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1
条
の
２
、
第

1
1
条
の
３
、
第

1
4
条
の
２

並
び
に
第

1
4
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ

リ
ア
及
び
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の
管
理

 
 

 
 

 
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。

 

２
 
略

 

（
使
用
料
）

 

第
1
2
条

 
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
の
駐
車
場
を
利
用
す
る
者
は
別
表
第
１
に
、
法
第
５

条
第
１
項
、
法
第
６
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
又
は
第
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第

３
項
の
許
可
を
受
け
て
都
市
公
園
を
使
用
す
る
者
は

 
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
の
使

用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
略

 

 

（
利
用
料
金
）

 

第
1
4
条
の
２

 
有
料
公
園
施
設
等
（
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
納
付
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る
者
は
、
当
該
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料

金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
～
４

 
略

 

 

（
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ
リ
ア
の
管
理
等
）

 

第
1
5
条

 
第
７
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第

1
1
条
の
２
、
第

1
1
条
の
３
、
第

1
4
条
の
２

並
び
に
第

1
4
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
北
・
中
央
エ

リ
ア
及
び
栃
木
県
総
合
運
動
公
園
東
エ
リ
ア
の
管
理
及
び
使
用
料
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。

 

２
 
略

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）

 
 

 
 

 

１
 
栃
木
県
総
合
運
動
公
園

 

(
1
)
・

(
2
)
 
略

 

(
3
)
 
駐
車
場

 

利
用

 

区
分

 

施
設

 

名
 

団
体
利
用

の
場
合
 

個
 

 
人

 
 
利

 
 
用

 
 
の

 
 
場

 
 
合

 

１
 

 
日

 
単
 

 
位

 
基

準
額
 

    北
第
１
駐

車
場
 

    

1
4
2
,
0
0
0

円
 

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

 

普
通
自
動

車
 

１
台
１
回

あ
あ
あ
あ

あ
 

日
中
利
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
６
時
間
ま
で
の

場
合
は

2
0
0
円
、
６
時
間
を
超
え
る
場
合
は

3
0
0
円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
利
用

す
る
と
き
は
、
日
中
利
用
時
間
に
係
る
部

分
の
額
に

1
,
0
0
0
円
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

 

 大
型
バ
ス

 

１
台
１
回

 

日
中
利
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
る
場
合
は

1
,
0
0
0

円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
利
用
す

る
と
き
は
、
日
中
利
用
時
間
に
係
る
部
分

の
額
に

1
,
0
0
0
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 

    北
第
２
駐

車
場
 

    

1
0
2
,
0
0
0

円
 

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

 

普
通
自
動

車
 

１
台
１
回

あ
あ
あ
あ

あ
 

日
中
利
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
６
時
間
ま
で
の

場
合
は

2
0
0
円
、
６
時
間
を
超
え
る
場
合
は

3
0
0
円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
利
用

す
る
と
き
は
、
日
中
利
用
時
間
に
係
る
部

分
の
額
に

1
,
0
0
0
円
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

 

 大
型
バ
ス

 

１
台
１
回

 

日
中
利
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
る
場
合
は

1
,
0
0
0

円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
利
用
す

る
と
き
は
、
日
中
利
用
時
間
に
係
る
部
分

 別
表
第
１
（
第
７
条
、
第

1
2
条
関
係
）

 

１
 
栃
木
県
総
合
運
動
公
園

 

(
1
)
・

(
2
)
 
略

 

(
3
)
 
駐
車
場

 

使
用

 

区
分

 

施
設

 

名
 

団
体
使
用

の
場
合
 

個
 

 
人

 
 
使
 

 
用

 
 
の

 
 
場

 
 
合

 

１
 

 
日

 
単
 

 
位

 
使

用
料
 

    北
第
１
駐

車
場
 

    

1
4
2
,
0
0
0

円
 

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

 

普
通
自
動

車
 

１
台
１
回

あ
あ
あ
あ

あ
 

日
中
使
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
６
時
間
ま
で
の

場
合
は

2
0
0
円
、
６
時
間
を
超
え
る
場
合
は

3
0
0
円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
使
用

す
る
と
き
は
、
日
中
使
用
時
間
に
係
る
部

分
の
額
に

1
,
0
0
0
円
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

 

 大
型
バ
ス

 

１
台
１
回

 

日
中
使
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
る
場
合
は

1
,
0
0
0

円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
使
用
す

る
と
き
は
、
日
中
使
用
時
間
に
係
る
部
分

の
額
に

1
,
0
0
0
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 

    北
第
２
駐

車
場
 

    

1
0
2
,
0
0
0

円
 

あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ

 

普
通
自
動

車
 

１
台
１
回

あ
あ
あ
あ

あ
 

日
中
使
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
６
時
間
ま
で
の

場
合
は

2
0
0
円
、
６
時
間
を
超
え
る
場
合
は

3
0
0
円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
使
用

す
る
と
き
は
、
日
中
使
用
時
間
に
係
る
部

分
の
額
に

1
,
0
0
0
円
を
加
算
し
た
額
と
す

る
。

 

 大
型
バ
ス

 

１
台
１
回

 

日
中
使
用
時
間
が
、
２
時
間
ま
で
の
場
合

は
無
料
、
２
時
間
を
超
え
る
場
合
は

1
,
0
0
0

円
。
た
だ
し
、
夜
間
に
わ
た
っ
て
使
用
す

る
と
き
は
、
日
中
使
用
時
間
に
係
る
部
分

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

附
 

則
 

 
（

施
行

期
日

等
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
第

２
条

、
次

項
及

び
附

則
第

４
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

の
規

定
は

、
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
 

 
す

る
。

 

 
（

栃
木

県
県

税
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

３
 

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

県
税

条
例

第
7
4
条

、
第

7
6
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

8
0
条

第
１

項
か

ら
第

３
項

ま
で

並
び

に
第

8
3
条

の
規

定
は

、
こ

の
条

例
の

 

施
行

の
日

以
後

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
べ

き
不

動
産

取
得

税
に

つ
い

て
適

用
し

、
同

日
前

の
不

動
産

の
取

得
に

対
し

て
課

す
る

不
動

産
取

得
税

に
つ

い
て

は
、

な
お

 

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
（

栃
木

県
地

方
活

力
向

上
地

域
に

お
け

る
県

税
の

課
税

免
除

及
び

不
均

一
課

税
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

に
伴

う
経

過
措

置
）

 

４
 

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
栃

木
県

地
方

活
力

向
上

地
域

に
お

け
る

県
税

の
課

税
免

除
及

び
不

均
一

課
税

に
関

す
る

条
例

第
２

条
の

規
定

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

以
 

後
に

特
別

償
却

設
備

（
地

域
再

生
法

第
1
7
条

の
６

の
地

方
公

共
団

体
等

を
定

め
る

省
令

（
平

成
2
7
年

総
務

省
令

第
7
3
号

）
第

２
条

第
１

号
に

規
定

す
る

特
別

償
却

設
備

を
い

 

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

適
用

し
、

同
日

前
に

特
別

償
却

設
備

を
新

設
し

、
又

は
増

設
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
税

務
課

）
 

 

 

 び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
 

び
第

6
3
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

当
該

各
条

に
規

定
す

る
税

率
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
年

又
は

事
業

年
度

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

た
税

率
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

(
1
)
～

(
3
)
 

略
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別
表
第
１
（
第
７
条
関
係
）
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す
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栃
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育

施
設
設

置
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管
理
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び
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用

料
条
例
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一

部
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正
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栃

木
県
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育
施
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管
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び
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料
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例
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成
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県
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４
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一
部
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よ
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。
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の
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掲
げ
る
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定
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。
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又
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。
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や
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を
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な
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よ
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午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
若

し
く

は
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

を
専

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技

場
の

会
議

室
若

し
く

は
ラ

ウ
ン

ジ
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に
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い

て
、
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の
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1
0
円
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と
き
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イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場

合
又

は
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場

）
の

会
議

室
を

利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後

６
時

後
の

利
用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

あ
あ

あ
あ

(
1
)
a第

２
陸

上
競

技
場

等
並

び
に

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

 

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

及
び

多
目

的
広

場

 
 

(
1
)
～

(
6
)
 

略
 

 
 

(
7
)
a
附

属
設

備
及

び
器

具
 

区
 

 
 

分
 

使
 

 
 

用
 

 
 

料
 

略
 

 
 

備
考

 

 
 

 
１

・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
若

し
く

は
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

を
専

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技

場
の

会
議

室
若

し
く

は
ラ

ウ
ン

ジ
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
 

 
 
 

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

(
1
)
a
陸

上
競

技
場

、
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

及
び

陸
上

競
技

場
の

会
議

室
 

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 
 

 
の

３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2
)
a
ラ

ウ
ン

ジ
 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

回
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
の

2
5
分

の
２

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場

合
又

は
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場

）
の

会
議

室
を

利

用
す

る
場

合
の

使
用

料
 

 
 

 
 

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後

６
時

後
の

利
用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

あ
あ

あ
あ

(
1
)
a第

２
陸

上
競

技
場

等
並

び
に

第
２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

 

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

及
び

多
目

的
広

場
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栃
木
県
条
例
第

2
7
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
体
育
施
設
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
及
び
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
 

（
栃

木
県

体
育

施
設

設
置

、
管

理
及

び
使

用
料

条
例

の
一

部
改

正
）

 

 
第
１
条

 
栃

木
県

体
育

施
設

設
置

、
管

理
及

び
使

用
料

条
例

（
平

成
５

年
栃

木
県

条
例

第
４

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

（
使

用
料

）
 

第
1
0
条

 
栃

木
県

グ
リ

ー
ン

ス
タ

ジ
ア

ム
の

許
可

利
用

者
及

び
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
又

は
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

東
エ

リ
ア

の
利

用
者

は
、

別
表

に
定

め
る

使
用

料
を

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

  
（

利
用

料
金

）
 

第
1
3
条

 
利

用
者

（
栃

木
県

グ
リ

ー
ン

ス
タ

ジ
ア

ム
の

許
可

利
用

者
及

び
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
又

は
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

東
エ

リ
ア

の
利

用
者

を
除

く
。

）
は

、
当

該
利

用
に

係
る

料
金

（
以

下
「

利
用

料
金

」
と

い
う

。
）

を
指

定
管

理
者

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
・

３
 
略

 

 別
表

（
第

1
0
条

、
第

1
3
条

関
係

）
 

１
～

６
 

略
 

 
７

 
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
の

利
用

料
金

の
基

準
額

 

（
使

用
料

）
 

第
1
0
条

 
栃

木
県

グ
リ

ー
ン

ス
タ

ジ
ア

ム
の

許
可

利
用

者
及

び
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
又

は
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

東
エ

リ
ア

の
利

用
者

は
、

別
表

に
定

め
る

使
用

料
を

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

  
（

利
用

料
金

）
 

第
1
3
条

 
利

用
者

（
栃

木
県

グ
リ

ー
ン

ス
タ

ジ
ア

ム
の

許
可

利
用

者
及

び
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
又

は
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

東
エ

リ
ア

の
利

用
者

を
除

く
。

）
は

、
当

該
利

用
に

係
る

料
金

（
以

下
「

利
用

料
金

」
と

い
う

。
）

を
指

定
管

理
者

に
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
・

３
 

略
 

 別
表

（
第

1
0
条

、
第

1
3
条

関
係

）
 

１
～

６
 

略
 

 
７

 
栃

木
県

総
合

運
動

公
園

北
・

中
央

エ
リ

ア
使

用
料
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(1
)
～

(
6)

 
略

 

 
 

(7
)
a附

属
設

備
及

び
器

具
 

区
 

 
 

分
 

基
 

 
 

準
 

 
 

額
 

略
 

 
 

備
考

 

 
 

 
１

・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

30
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
若

し
く

は
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

を
専

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技

場
の

会
議

室
若

し
く

は
ラ

ウ
ン

ジ
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

(
1)

a
陸

上
競

技
場

、
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

及
び

陸
上

競
技

場
の

会
議

室
 

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き

定
め

ら
れ

て
い

る
利

用
料

金
の

基
準

額
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
３

分
の

１
に

相
当

す
る

額
 

 
 

 
 

(
2)

a
ラ

ウ
ン

ジ
 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

回
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利

用
料

金
の

基
準

額
の

25
分

の
２

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

30
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場

合
又

は
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場

）
の

会
議

室
を

利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後

６
時

後
の

利
用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
10

円
未

満
の

端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

あ
あ

あ
あ

(
1)

a第
２

陸
上

競
技

場
等

並
び

に
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
 

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

及
び

多
目

的
広

場
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)
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(
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略

 

 
 

(7
)
a
附

属
設

備
及

び
器

具
 

区
 

 
 

分
 

使
 

 
 

用
 

 
 

料
 

略
 

 
 

備
考

 

 
 

 
１

・
２

 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

30
分

前
又

は
午

後
９

時
後

に
陸

上

競
技

場
若

し
く

は
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

を
専

用
利

用
す

る
場

合
又

は
陸

上
競

技

場
の

会
議

室
若

し
く

は
ラ

ウ
ン

ジ
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
 

 
 
 

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場

合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

(
1)

a
陸

上
競

技
場

、
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
室

及
び

陸
上

競
技

場
の

会
議

室
 

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
の

７
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

６
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 
 

 
の

３
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2)

a
ラ

ウ
ン

ジ
 

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

回
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
の

25
分

の
２

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
４

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

８
時

30
分

前
又

は
午

後
６

時
後

に
第

２

陸
上

競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）

、
野

球
場

Ａ
、

野
球

場
Ｂ

、
野

球
場

Ｃ
、

ウ
ォ

ー
ム

ア
ッ

プ
場

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

相
撲

場
、

多
目

的

広
場

（
投

て
き

場
）

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

（
以

下
「

第
２

陸

上
競

技
場

等
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
を

専
用

利
用

す
る

場

合
又

は
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場

）
の

会
議

室
を

利

用
す

る
場

合
の

使
用

料
 

 
 

 
 

は
、

当
該

午
前

８
時

3
0
分

前
又

は
午

後

６
時

後
の

利
用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
10

円
未

満
の

端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

あ
あ

あ
あ

(
1)

a第
２

陸
上

競
技

場
等

並
び

に
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
 

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・

ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

及
び

多
目

的
広

場

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
00

 
 

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

 
午

前
８

時
3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前

８
時

30
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
７

分
の

２
に

相
当

す
る

額
、

午
後

６
時

後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か

ら
午

後
６

時
ま

で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利

用
料

金
の

基
準

額
の

６
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2)

a
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
 

午
前

８
時

30
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0

分
か

ら
午

前
1
0
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の

３
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

 

 
 

 
５

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

９
時

前
又

は
午

後
９

時
後

に
武

道
館

を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

武
道

館
若

し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
師

範
室

若

し
く

は
控

室
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額
は

、
当

該
午

前
９

時

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
端

数
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

(1
)
a
武

道
館

並
び

に
武

道
館

及
び

合
宿

所
の

会
議

室
 

午
前

９
時

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
９

時
か

ら
午

後
１

時
ま

で
、

午
後

９
時

後
の

利
用

に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
４

分
の

１
に

相
当

す
る

額
 

 
 

 
 

(
2)

a
師

範
室

及
び

控
室

 
午

前
９

時
か

ら
午

後
９

時
ま

で
の

時
間

１
時

間
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利

用
料

金
の

基
準

額
 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等

、
ト

レ
ー

ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控
室

若
し

く
は

附
属

設
備

及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額
は

、
こ

の
表

及
び

前
３

項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の

額
に

10
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と

す
る

。
 

 
 

 
７

 
陸

上
競

技
場

を
専

用
利

用
す

る
者

が
当

該
専

用
利

用
に

際
し

第
２

陸
上

競

技
場

を
専

用
利

用
す

る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

こ
の

表
並

び
に

第

４
項

及
び

第
６

項
に

定
め

る
額

を
２

で
除

し
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

 
午

前
８

時
3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前

８
時

30
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

の
７

分
の

２
に

相
当

す
る

額
、

午
後

６
時

後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か

ら
午

後
６

時
ま

で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
の

６
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2)

a
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
 

午
前

８
時

30
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0

分
か

ら
午

前
1
0
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

の

３
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

 

 
 

 
５

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り

午
前

９
時

前
又

は
午

後
９

時
後

に
武

道
館

を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

武
道

館
若

し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
師

範
室

若

し
く

は
控

室
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
 

 
 

 
は

、
当

該
午

前
９

時

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ

ぞ
れ

1.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
10

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
端

数
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

(1
)
a
武

道
館

並
び

に
武

道
館

及
び

合
宿

所
の

会
議

室
 

午
前

９
時

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
９

時
か

ら
午

後
１

時
ま

で
、

午
後

９
時

後
の

利
用

に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 
 

 
の

４
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2)

a
師

範
室

及
び

控
室

 
午

前
９

時
か

ら
午

後
９

時
ま

で
の

時
間

１
時

間
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上

競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等

、
ト

レ
ー

ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

若
し

く
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は

陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ

グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控
室

若
し

く
は

附
属

設
備

及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
 

 
 

 
は

、
こ

の
表

及
び

前
３

項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の

額
に

10
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と

す
る

。
 

 
 

 
７

 
陸

上
競

技
場

を
専

用
利

用
す

る
者

が
当

該
専

用
利

用
に

際
し

第
２

陸
上

競

技
場

を
専

用
利

用
す

る
場

合
の

使
用

料
 

 
 

 
 

は
、

こ
の

表
並

び
に

第

４
項

及
び

第
６

項
に

定
め

る
額

を
２

で
除

し
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場

合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切
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0
0
 
 

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

 
午

前
８

時
3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午
前

８
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

の
７

分
の

２
に

相
当

す
る

額
、

午
後

６
時

後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か

ら
午

後
６

時
ま

で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
利

用
料

金
の

基
準

額
の

６
分

の
１

に
相
当

す
る
額

 

 
 

 
 

(
2
)
a
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
 

午
前
８

時
3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0

分
か

ら
午

前
1
0
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用
料

金
の

基
準

額
の

３
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後
６

時
ま
で

に
つ
き

定
め

ら
れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基

準
額

 

 
 

 
５

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り
午

前
９

時
前

又
は

午
後

９
時
後

に
武

道
館

を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の
会

議
室

、
師

範
室
若

し
く

は
控

室
を

利
用

す
る
場

合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

当
該

午
前

９
時

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利
用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次
に

掲
げ

る
額

に
そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0

円
未

満
の
端

数
が
あ

る
と
き

は
、

当
該
端

数
を
切

り
捨
て

る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
 

(
1
)
a
武

道
館

並
び

に
武

道
館

及
び
合

宿
所

の
会

議
室

 
午

前
９
時

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
９

時
か

ら
午

後
１

時
ま

で
、

午
後

９
時

後
の

利
用

に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

利
用

料
金

の
基
準

額
の
４

分
の
１

に
相

当
す
る

額
 

 
 

 
 

(
2
)
a
師

範
室
及

び
控

室
 

午
前
９

時
か

ら
午

後
９

時
ま

で
の
時

間
１

時
間

に

つ
き

定
め
ら

れ
て
い

る
利
用

料
金

の
基
準

額
 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場
等

、
ト

レ
ー

ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
若

し
く

は
武

道
館

を
専

用
利
用

す
る

場
合

又
は
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
、

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場
）

、
武

道
館

若
し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ
ウ

ン
ジ

、
師

範
室

、
控

室
若
し

く
は

附
属

設
備
及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、
こ

の
表

及
び

前
３
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
７

 
陸

上
競

技
場

を
専

用
利

用
す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際
し

第
２

陸
上

競

技
場

を
専

用
利

用
す

る
場
合

の
利

用
料

金
の

基
準

額
は
、

こ
の

表
並

び
に
第

４
項

及
び

第
６

項
に

定
め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る
と

き
は

、
当

該
端

数
を
切

（
投

て
き

場
）

の
会

議
室

 
午

前
８

時
3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午
前

８
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

の
７

分
の

２
に

相
当

す
る

額
、

午
後

６
時

後
の

利
用

に
あ

っ
て

は
正

午
か

ら
午

後
６

時
ま

で
に

つ
き

定
め

ら
れ

て
い

る
使

用
料

の
額

 
 

 
の

６
分

の
１

に
相
当

す
る

額
 

 
 

 
 

(
2
)
a
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
 

午
前

８
時

3
0
分

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は
午

前
８

時
3
0

分
か

ら
午

前
1
0
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

の

３
分

の
２

に
相

当
す

る
額

、
午

後
６

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

６
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

 

 
 

 
５

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り
午

前
９

時
前

又
は

午
後

９
時
後

に
武

道
館

を

専
用

利
用

す
る

場
合

又
は
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の
会

議
室

、
師

範
室
若

し
く

は
控

室
を

利
用

す
る
場

合
の

使
用

料
 

 
 

 
 

は
、

当
該

午
前

９
時

前
又

は
午

後
９

時
後

の
利
用

時
間

１
時

間
に

つ
き

、
次

に
掲

げ
る

額
に

そ
れ

ぞ
れ

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額

に
1
0

円
未

満
の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
 

(
1
)
a
武

道
館

並
び

に
武

道
館

及
び
合

宿
所

の
会

議
室

 
午

前
９

時
前

の
利

用

に
あ

っ
て

は
午

前
９

時
か

ら
午

後
１

時
ま

で
、

午
後

９
時

後
の

利
用

に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 
 

 
の

４
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2
)
a
師

範
室
及

び
控

室
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

時
間

に

つ
き

定
め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 
 

 
 

 
 

 
６

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

陸
上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場
等

、
ト

レ
ー

ニ

ン
グ

室
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
若

し
く

は
武

道
館

を
専

用
利
用

す
る

場
合

又
は
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競
技

場
、

野
球

場
（

本
球

場
）
、

サ
ッ

カ
ー

・
ラ
グ

ビ
ー

場
、

テ
ニ

ス
コ

ー
ト
、

多
目

的
広

場
（

投
て

き
場
）

、
武

道
館

若
し
く

は
合

宿
所

の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範

室
、

控
室

若
し

く
は

附
属

設
備
及

び
器

具
を

利
用

す
る

場
合
の

使
用

料
 

 
 

 
 

は
、

こ
の

表
及

び
前

３
項

に
定

め
る

額
を

２
で

除
し
て

得
た

額
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切

り
捨

て
る

も
の
と

す
る

。
 

 
 

 
７

 
陸

上
競

技
場

を
専

用
利

用
す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際
し

第
２

陸
上

競

技
場

を
専

用
利

用
す

る
場
合

の
使

用
料

 
 

 
 

 
は

、
こ

の
表

並
び

に
第

４
項

及
び

第
６

項
に

定
め
る

額
を

２
で

除
し

て
得

た
額
と

す
る

。
こ

の
場
合

に
お

い
て

、
そ

の
額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る
と

き
は

、
当

該
端

数
を
切

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
８

 
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・
ラ

グ
ビ

ー
場

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投
て

き
場

）
を

専
用

利
用

す
る
者

が
当

該
専

用
利
用

に
際

し
当

該
専

用
利

用
に
係

る
施

設
の

会
議

室
を

利
用
す

る
場

合
又

は
多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

を
専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用
利

用
に

際
し

多
目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会
議

室
を

利
用

す
る

場
合

の
利
用

料
金

は
、

無
料
と

す
る

。
 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等
、

ト
レ

ー
ニ

ン

グ
室

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す
る
者

が
当

該
専

用
利
用

に
際

し
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ
 

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場
（

投
て

き
場

）
、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範
室

、
控

室
又

は
附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す
る

場
合

（
前

項
に

規
定

す
る
場

合
を

除
く

。
）
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、
こ

の
表

及
び

第
３

項
か

ら
第
６

項
ま

で
に

定
め
る

額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る

。
 

 
８

 
栃

木
県

総
合

運
動
公

園
東

エ
リ
ア

の
利
用

料
金
の

基
準

額
 

 
 

(
1
)
a
運

動
施
設

 

 
 

 
ア

 
略

 

 
 

 
イ

 
専

用
利

用
の
場

合
 

 
 

 
 

(
ｱ
)
～

(
ｳ
)
 

略
 

 
 

 
 

(
ｴ
)
 
屋
内

水
泳
場

 

区
 

 
 
 

 
 

分
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

（
１

時
間

に
つ

き
）

 

全
コ

ー
ス

 
１

コ
ー

ス
 

5
0
メ

ー
ト

ル
 

プ
ー

ル
 

略
 

入
場

料
を

徴
収

す

る
場

合
 

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
場

合
の

利
用

料

金
の

基
準
額

に
５
を

乗
じ
て

得
た

額
 

2
5
メ

ー
ト

ル
 

プ
ー

ル
 

略
 

入
場

料
を

徴
収

す

る
場

合
 

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
場

合
の

利
用

料

金
の

基
準
額

に
５
を

乗
じ
て

得
た

額
 

略
 

 
 

 
 

(
ｵ
)
a
略

 

り
捨

て
る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
８

 
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・
ラ

グ
ビ

ー
場

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投
て

き
場

）
を

専
用

利
用

す
る
者

が
当

該
専

用
利
用

に
際

し
当

該
専

用
利

用
に
係

る
施

設
の

会
議

室
を

利
用
す

る
場

合
又

は
多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

を
専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用
利

用
に

際
し

多
目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会
議

室
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
は

、
無

料
と

す
る

。
 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等
、

ト
レ

ー
ニ

ン

グ
室

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す
る
者

が
当

該
専

用
利
用

に
際

し
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ
 

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範
室

、
控

室
又

は
附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す
る

場
合

（
前

項
に

規
定

す
る
場

合
を

除
く

。
）
の

使
用

料
 

 
 

 
 

は
、

こ
の

表
及

び
第

３
項

か
ら

第
６

項
ま

で
に

定
め

る

額
に

２
を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
 

 
８

 
栃
木

県
総
合

運
動
公

園
東

エ
リ

ア
使

用
料

あ
あ

あ
あ

あ
あ

 

 
 

(
1
)
a
運

動
施
設

 

 
 

 
ア

 
略

 

 
 

 
イ

 
専

用
利

用
の

場
合

 

 
 

 
 

(
ｱ
)
～

(
ｳ
)
 

略
 

 
 

 
 

(
ｴ
)
 
屋
内

水
泳

場
 

区
 

 
 
 

 
 

分
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

 

（
１

時
間

に
つ

き
）

 

全
コ

ー
ス

 
１

コ
ー

ス
 

5
0
メ

ー
ト

ル
 

プ
ー

ル
 

略
 

入
場

料
を

徴
収

す

る
場

合
 

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
場

合
の

使
用

料

の
額

 
 
 

に
５

を
乗

じ
て

得
た

額
 

2
5
メ

ー
ト

ル
 

プ
ー

ル
 

略
 

入
場

料
を

徴
収

す

る
場

合
 

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
場

合
の

使
用

料

の
額

 
 
 

に
５

を
乗

じ
て

得
た

額
 

略
 

 
 

 
 

(
ｵ
)
a
略
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0
0
 
 

り
捨

て
る
も

の
と
す

る
。

 

 
 

 
８

 
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場
（

本
球

場
）

、
サ

ッ
カ

ー
・
ラ

グ
ビ

ー
場

若

し
く

は
多

目
的

広
場

（
投
て

き
場

）
を

専
用

利
用

す
る
者

が
当

該
専

用
利
用

に
際

し
当

該
専

用
利

用
に
係

る
施

設
の

会
議

室
を

利
用
す

る
場

合
又

は
多
目

的
広

場
（

ク
レ

イ
）

を
専
用

利
用

す
る

者
が

当
該

専
用
利

用
に

際
し

多
目
的

広
場

（
投

て
き

場
）

の
会
議

室
を

利
用

す
る

場
合

の
利
用

料
金

は
、

無
料
と

す
る

。
 

 
 

 
９

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
陸

上
競
技

場
、

第
２

陸
上

競
技

場
等
、

ト
レ

ー
ニ

ン

グ
室

、
テ

ニ
ス

コ
ー

ト
又
は

武
道

館
を

専
用

利
用

す
る
者

が
当

該
専

用
利
用

に
際

し
陸

上
競

技
場

、
第

２
陸

上
競

技
場

、
野

球
場

（
本

球
場

）
、

サ
ッ
 

カ
ー

・
ラ

グ
ビ

ー
場

、
テ
ニ

ス
コ

ー
ト

、
多

目
的

広
場
（

投
て

き
場

）
、
武

道
館

若
し

く
は

合
宿

所
の
会

議
室

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

師
範
室

、
控

室
又

は
附
属

設
備

及
び

器
具

を
利

用
す
る

場
合

（
前

項
に

規
定

す
る
場

合
を

除
く

。
）
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、
こ

の
表

及
び

第
３

項
か

ら
第
６

項
ま

で
に

定
め
る

額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額
と

す
る

。
 

 
８

 
栃

木
県

総
合

運
動
公

園
東

エ
リ
ア

の
利
用

料
金
の

基
準

額
 

 
 

(
1
)
a
運

動
施
設

 

 
 

 
ア
 

略
 

 
 

 
イ
 

専
用

利
用

の
場

合
 

 
 

 
 

(
ｱ
)
～

(
ｳ
)
 

略
 

 
 

 
 

(
ｴ
)
 
屋
内

水
泳
場

 

区
 

 
 
 

 
 

分
 

午
前

９
時

か
ら

午
後
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球
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し
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目
的

広
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専
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又
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す
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す
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２
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又
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２
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又
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を
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、

こ
の
表

及
び
前

２
項
に

定
め

る
額
に

２
を
乗

じ
て
得

た
額

と
す
る

。
 

 
 

(
2
)
～

(
5
)
 
略

 

 
 

(
6
)
a
附

属
設
備

及
び
器

具
 

区
 

 
 

分
 

使
 

 
 

用
 

 
 

料
 

略
 

 
 

備
考

 

 
 

 
１
・

２
 
略

 

 
 

 
３

 
や

む
を

得
な

い
理

由
に

よ
り
午

前
９

時
前

又
は

午
後

９
時

後
に

メ
イ

ン
ア

リ
ー

ナ
、

サ
ブ

ア
リ

ー
ナ
、

多
目

的
ス

タ
ジ

オ
若

し
く
は

体
育

館
分

館
（
以

下
「

メ
イ

ン
ア

リ
ー

ナ
等
」

と
い

う
。

）
若

し
く

は
屋
内

水
泳

場
を

専
用
利

用
す

る
場

合
又

は
会

議
室
、

控
室

、
貴

賓
室

若
し

く
は
ロ

ッ
カ

ー
ル

ー
ム
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
 

 
 

 
は

、
当

該
午

前
９

時
前

又
は

午
後

９

時
後

の
利

用
時

間
１

時
間

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

に
そ

れ
ぞ

れ
1
.
5
を

乗

じ
て

得
た

額
と

す
る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数

が
あ

る
と
き

は
、
当

該
端

数
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

 
 

(
1
)
a
メ

イ
ン
ア

リ
ー

ナ
等

及
び

会
議

室
 

午
前

９
時

前
の

利
用

に
あ

っ
て

は

午
前

９
時

か
ら

午
後

１
時

ま
で

、
午

後
９

時
後

の
利

用
に

あ
っ

て
は

午
後

５
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

に
つ

き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

の
４

分
の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
 

(
2
)
a
屋

内
水
泳

場
及

び
控

室
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

９
時

ま
で

の
時

間
１

時

間
に

つ
き
定

め
ら

れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

 

 
 

 
 

(
3
)
a
貴

賓
室
及

び
ロ

ッ
カ

ー
ル

ー
ム

 
午

前
９

時
か

ら
午

後
９

時
ま

で
の

時

間
１

回
に

つ
き

定
め

ら
れ
て

い
る

使
用

料
の

額
 

 
 

の
1
2
分

の
１

に
相

当
す

る
額

 

 
 

 
４

 
高

校
生

等
以

下
の

者
が

メ
イ
ン

ア
リ

ー
ナ

等
若

し
く

は
屋
内

水
泳

場
を

専

用
利

用
す

る
場

合
又

は
会
議

室
、

控
室

、
貴

賓
室

、
ロ
ッ

カ
ー

ル
ー

ム
若
し

く
は

附
属

設
備

及
び

器
具
を

利
用

す
る

場
合

の
使

用
料

 
 

 
 

 
は

、
こ

の
表

及
び

前
項

に
定

め
る
額

を
２

で
除

し
て

得
た

額
と
す

る
。

こ
の

場
合
に

お
い

て
、

そ
の

額
に

1
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

は
、

当
該

端
数

を
切
り

捨
て

る
も
の

と
す

る
。

 

 
 

 
５

 
入

場
料

を
徴

収
し

て
メ

イ
ン
ア

リ
ー

ナ
等

又
は

屋
内

水
泳
場

を
専

用
利

用

す
る

者
が

当
該

専
用

利
用

に
際

し
会

議
室

、
控

室
、

貴
賓

室
、

ロ
ッ

カ
ー
 

ル
ー

ム
又

は
附

属
設

備
及
び

器
具

を
利

用
す

る
場

合
の

使
用

料
 

 
あ

あ
あ

は
、

こ
の
表

及
び
前

２
項

に
定

め
る

額
に

２
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

（
と

ち
ぎ

ス
ポ

ー
ツ

医
科
学

セ
ン

タ
ー
設

置
、
管

理
及
び

使
用

料
条
例

の
一
部

改
正

）
 

第
２
条

 
と

ち
ぎ

ス
ポ

ー
ツ

医
科

学
セ
ン

タ
ー
設

置
、
管

理
及

び
使
用

料
条
例

（
令
和

元
年

栃
木
県

条
例
第

1
1
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

 
 

 
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

 

 

（
利

用
料

金
）

 

第
1
3
条

 
利

用
者

は
、

当
該

利
用

に
係

る
料

金
（

以
下

「
利

用
料

金
」
と

い
う

。
）

を

指
定

管
理

者
に

支
払

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 

利
用

料
金

は
、

別
表

に
掲

げ
る

基
準

額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お
い

て
、

指
定

管
理

者
が

定
め
る

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

指
定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知

事
の

承
認

を
受

け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

指
定

管
理

者
は

、
利
用

料
金

を
そ
の

収
入
と

し
て
収

受
す

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 

（
利

用
料

金
の

免
除

等
）

 

第
1
4
条

 
指

定
管

理
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
知

事
の

承
認

を
受

け
て

定
め

た
基

準
に

よ

り
、

利
用

料
金

の
全

部
又
は

一
部

を
免
除

し
、
又

は
還
付

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 

    第
1
5
条

 
略

 

 別
表

（
第

1
3
条

関
係

）
 

利
 

 
 

用
 

 
 

区
 
 

 
分

 
利

用
者
 

単
 

位
 

基
準

額
 

略
 

備
考

 

１
 

略
 

 
 

２
 

括
弧

書
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

７
人

以
上

の
団

体
が

利
用

す
る

場
合

の

利
用

料
金

の
基

準
額

で
あ
る

。
 

 
 

 
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例

 

  
（

使
用
料

）
 

第
1
3
条

 
利

用
者
は

、
別
表

に
定

め
る

使
用

料
を

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

使
用

料
は

、
前

納
と

す
る

。
た

だ
し

、
知

事
が

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

と

き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 

      
（

使
用
料

の
免
除

）
 

第
1
4
条

 
知

事
は

、
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
使

用
料

の
全

部
又

は
一

部
を

免
除
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

使
用
料

の
不
還

付
）

 

第
1
5
条

 
既

に
納

付
し

た
使

用
料

は
、

還
付

し
な

い
。

た
だ

し
、

知
事

が
特

別
の

理
由

が
あ

る
と
認

め
る
と

き
は
、

そ
の

全
部

又
は

一
部

を
還

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 第
1
6
条

 
略

 

 別
表

（
第

1
3
条

関
係

）
 

利
 

 
 

用
 

 
 

区
 
 

 
分

 
利

用
者
 

単
 

位
 

使
用

料
 

略
 

備
考

 

１
 

略
 

 
 

２
 

括
弧

書
の

使
用

料
の

額
 

 
 

は
、

７
人

以
上

の
団

体
が

利
用

す
る

場
合

の

使
用

料
の
額

 
 
 

で
あ

る
。

 

 

（
と

ち
ぎ

ス
ポ

ー
ツ

医
科
学

セ
ン

タ
ー
設

置
、
管

理
及
び

使
用

料
条
例

の
一
部

改
正

）
 

第
２
条

 
と

ち
ぎ

ス
ポ

ー
ツ

医
科

学
セ
ン

タ
ー
設

置
、
管

理
及

び
使
用

料
条
例

（
令
和

元
年

栃
木
県

条
例
第

1
1
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

 
 

 
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

 

 

（
利

用
料

金
）

 

第
1
3
条

 
利

用
者

は
、

当
該

利
用

に
係

る
料

金
（

以
下

「
利

用
料

金
」
と

い
う

。
）

を

指
定

管
理

者
に

支
払

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 

利
用

料
金

は
、

別
表

に
掲

げ
る

基
準

額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
指

定
管

理
者

が
定

め
る

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

指
定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知

事
の

承
認

を
受

け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

指
定

管
理

者
は

、
利
用

料
金

を
そ
の

収
入
と

し
て
収

受
す

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 

（
利

用
料

金
の

免
除

等
）

 

第
1
4
条

 
指

定
管

理
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
知

事
の

承
認

を
受

け
て

定
め

た
基

準
に

よ

り
、

利
用

料
金

の
全

部
又
は

一
部

を
免
除

し
、
又

は
還
付

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 

    第
1
5
条

 
略

 

 別
表

（
第

1
3
条

関
係

）
 

利
 

 
 

用
 

 
 

区
 
 

 
分

 
利

用
者
 

単
 

位
 

基
準

額
 

略
 

備
考

 

１
 

略
 

 
 

２
 

括
弧

書
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

７
人

以
上

の
団

体
が

利
用

す
る

場
合

の

利
用

料
金

の
基

準
額

で
あ
る

。
 

 
 

 
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例

 

  
（

使
用
料

）
 

第
1
3
条

 
利

用
者
は

、
別
表

に
定

め
る

使
用

料
を

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

使
用

料
は

、
前

納
と

す
る

。
た

だ
し

、
知

事
が

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

と

き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 

      
（

使
用
料

の
免
除

）
 

第
1
4
条

 
知

事
は

、
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
使

用
料

の
全

部
又

は
一

部
を

免
除
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

  
（

使
用
料

の
不
還

付
）

 

第
1
5
条

 
既

に
納

付
し

た
使

用
料

は
、

還
付

し
な

い
。

た
だ

し
、

知
事

が
特

別
の

理
由

が
あ

る
と
認

め
る
と

き
は
、

そ
の

全
部

又
は

一
部

を
還

付
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 第
1
6
条

 
略

 

 別
表

（
第

1
3
条

関
係

）
 

利
 

 
 

用
 

 
 

区
 
 

 
分

 
利

用
者
 

単
 

位
 

使
用

料
 

略
 

備
考

 

１
 

略
 

 
 

２
 

括
弧

書
の

使
用

料
の

額
 

 
 

は
、

７
人

以
上

の
団

体
が

利
用

す
る

場
合

の

使
用

料
の
額

 
 
 

で
あ

る
。
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（
と

ち
ぎ
ス

ポ
ー
ツ

医
科
学

セ
ン

タ
ー
設

置
、
管

理
及
び

使
用

料
条
例

の
一
部

改
正

）
 

第
２
条

 
と

ち
ぎ
ス

ポ
ー
ツ

医
科

学
セ
ン

タ
ー
設

置
、
管

理
及

び
使
用

料
条
例

（
令
和

元
年

栃
木
県

条
例
第

1
1
号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次

の
表

の
改

正
前
の

欄
に

掲
げ
る

規
定
を

同
表
の

改
正

後
の
欄

に
掲
げ

る
規
定

に
下

線
で
示

す
よ
う

に
改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

正
 

 
 

後
 

改
 

 
 

正
 

 
 

前
 

 
 

 
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

 

 

（
利

用
料
金

）
 

第
1
3
条

 
利

用
者

は
、

当
該

利
用

に
係

る
料

金
（

以
下

「
利

用
料

金
」
と

い
う

。
）

を

指
定

管
理
者

に
支
払

わ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

 

２
 

利
用

料
金
は

、
別

表
に

掲
げ

る
基

準
額
に

0
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1
.
5
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
内

に
お
い

て
、

指
定

管
理

者
が

定
め
る

。

こ
の

場
合

に
お
い

て
、

指
定

管
理

者
は

、
あ
ら

か
じ

め
当

該
利

用
料

金
に
つ

い
て

知

事
の

承
認
を

受
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い
。

 

３
 

指
定

管
理

者
は

、
利
用

料
金

を
そ
の

収
入
と

し
て
収

受
す

る
。

 

 
 
 
 
 
 
 

（
利

用
料
金

の
免
除

等
）

 

第
1
4
条

 
指

定
管

理
者

は
、

あ
ら

か
じ

め
知

事
の

承
認

を
受

け
て

定
め

た
基

準
に

よ

り
、

利
用
料

金
の
全

部
又
は

一
部

を
免
除

し
、
又

は
還
付

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
 

 
 
 
 
 
 
 

    第
1
5
条

 
略

 

 別
表

（
第

1
3
条

関
係

）
 

利
 

 
 

用
 

 
 

区
 
 

 
分

 
利

用
者
 

単
 

位
 

基
準

額
 

略
 

備
考

 

１
 

略
 

 
 

２
 

括
弧

書
の

利
用

料
金

の
基

準
額

は
、

７
人

以
上

の
団

体
が

利
用

す
る

場
合

の

利
用

料
金
の

基
準
額

で
あ
る

。
 

 
 

 
と
ち
ぎ
ス
ポ
ー
ツ
医
科
学
セ
ン
タ
ー
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
条
例

 

  
（

使
用
料

）
 

第
1
3
条

 
利

用
者
は

、
別

表
に

定
め

る
使

用
料

を
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

使
用

料
は

、
前

納
と

す
る

。
た

だ
し

、
知

事
が

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

と

き
は

、
こ
の

限
り
で

な
い

。
 

      
（

使
用
料

の
免
除

）
 

第
1
4
条

 
知

事
は

、
特

別
の

理
由

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
使

用
料

の
全

部
又

は
一

部
を

免
除
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

  
（

使
用
料

の
不
還

付
）

 

第
1
5
条

 
既

に
納

付
し

た
使

用
料

は
、

還
付

し
な

い
。

た
だ

し
、

知
事

が
特

別
の

理
由

が
あ

る
と
認

め
る
と

き
は

、
そ

の
全

部
又

は
一

部
を

還
付

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 第
1
6
条

 
略

 

 別
表

（
第

1
3
条

関
係

）
 

利
 

 
 

用
 

 
 

区
 
 

 
分

 
利

用
者
 

単
 

位
 

使
用

料
 

略
 

備
考

 

１
 

略
 

 
 

２
 

括
弧

書
の

使
用

料
の

額
 

 
 

は
、

７
人

以
上

の
団

体
が

利
用

す
る

場
合

の

使
用

料
の
額

 
 
 

で
あ

る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

こ
の

条
例

は
、

令
和
５

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

教
育

委
員

会
事

務
局

ス
ポ

ー
ツ

振
興

課
）

 
 

 

  

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

こ
の

条
例

は
、

令
和
５

年
４

月
１
日

か
ら
施

行
す
る

。
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（
教

育
委

員
会

事
務

局
ス

ポ
ー

ツ
振

興
課

）
 

 
 

  

 


